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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第１２８条第１項第２号①（イ）

≪減少率≫

Ｂ Ａ

Ｂ (小数点第二位以下は切り捨て）

※認定基準は10％以上

上記のとおり相違ありません。

申請者の名称及び代表者氏名 税理士・公認会計士等

㊞ ㊞

＝ ％

※なお、税理士・公認会計士等の署名捺印がない場合には、各月売上高を確認できる
　資料（試算表、売上台帳等）が必要となります。
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減少率算出表（売上高）
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震災発生後、
最近3か月間の売上高

前年同期3か月間の売上高
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